
1 

 

令和７年度 第２回行政会議 会議録 

日 時 令和７年５月１日（木）午前 10時 00分～ 

場 所 行政会議室 

出 席 者 別添「令和７年度第２回行政会議名簿」のとおり 

 

挨 拶 瀬野市長 

内 容 

先日、２月定例会の会期が５月 30日まで再延長された。 

暫定予算による行政運営の期間も延びており、今後は、提出している一般会

計の補正予算にも影響が出てくる。市民サービスへの影響を可能な限り生じさ

せないよう、今一度、予算措置や契約業務等の課題整理を行ってもらいたい。 

 

【案件】 

案 件 令和７年度一般会計暫定補正予算（第２号）の編成準備作業について 

説 明 者 尾崎企画財政部長 

提出資料 有 

内 容 

令和７年度一般会計暫定予算について、現計予算額に不足が生じることを

想定し、義務的経費を中心とした一般会計暫定補正予算（第２号）の編成準備

作業をお願いするもの。暫定補正期間は、現在の６月末までから９月末までに

延長する。 

歳入歳出について、基本的な考え方は現計予算と同じ。編成要領をしっかり

読み込み、作業を進めていただきたい。なお、関係資料は本日午後に送付予

定。 

質 疑 等 

（小濵水道事業管理者） 

原則、政策的経費（臨時予算）は計上しないとのことだが、新規事業のなか

には、市民の安全・安心に寄与するものなどもある。事業目的を踏まえ、予算

編成作業をしてもらいたい。 

（尾崎企画財政部長） 

原則、政策的経費は計上しないが、現計予算でも、継続事業などは組み入

れている。また個別に相談していただきたい。 

 

【報告】 

案 件 業務継続計画（BCP）の見直し及び受援計画の策定について 

説 明 者 高橋危機管理監 

提出資料 有 

内 容 全庁的な非常時優先業務を明確に整理し、発災時において円滑かつ迅速な
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災害対応を遂行することを目的として業務継続計画を策定しているが、組織体

制の更新や所管業務の変更等に伴い見直しを行う。そして、業務継続計画の

見直しを踏まえ、災害時に他の自治体等からの支援を円滑に受け入れ、効果

的に活用できるよう「受援計画」を策定する。先週に各所属長に照会している

ので、ご協力をお願いする。 

質 疑 等 

（増田健康福祉部長） 

２つの計画は別々に策定するのか。 

（高橋危機管理監） 

別々で策定予定。 

 

報 告 政策課題等共有化ミーティングの実施について 

説 明 者 尾崎企画財政部長 

提出資料 有 

内 容 

 政策課題等共有化ミーティングを今年度も実施予定。時期は、現時点では６

月上旬予定だが、状況に応じて決定する。日程や項目については、決まり次

第ご連絡をさせていただく。 

 

報 告 「市民の声」に係る事務取扱の変更について 

説 明 者 尾崎企画財政部長 

提出資料 有 

内 容 

「市民の声」について、市として回答するにあたり、意思形成過程が不明確と

なり、調整に時間を要するといった課題等が見られることから、事務処理方法

を見直すもの。これまでは、各担当課長が専決した回答案を基に魅力創造発

信課が起案・回答していたが、今後は、各所管部長が専決した回答案を、企画

財政部（魅力創造発信課）に合議していただいた上で、回答する取扱いに変更

する。 

なお、投稿者への回答は、これまでどおり魅力創造発信課が行うこととし、

回答不可の取扱いについても、これまでどおりとする。 

 

報 告 守口市 DX推進員の設置について 

説 明 者 尾崎企画財政部長 

提出資料 有 

内 容 

自治体ＤＸの効果的かつ確実な推進に向け、各課室に DX 推進員を設置す

る。DX 推進員には、各課室のオンライン申請及び LINE 申請の更なる利用促

進に向けて、移行可能業務を再点検し、DX推進に取り組んでもらう。 

推進員の選任は、行財政改革・DX 推進課から照会する。選任にあたって
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は、充て職的に選任するのではなく、職場の課題等をしっかりと理解し、前向き

に DX 推進に取り組むことができる職員を各部局長が所属長と議論した上で、

選任してもらいたい。 

資料に記載のとおり、LINE 申請件数はまだまだ伸び悩んでおり、活用の幅

を広げていきたいので、引き続き各課には協力をお願いする。 

 

報 告 地方自治法施行令の一部改正に伴う契約研修の実施について 

説 明 者 上甲総務部長 

提出資料 有 

内 容 

資料に記載のとおり、４月 14日に各課等の管理職職員と契約担当職員を対

象に研修を実施した。 

今回の地方自治法施行令の一部改正は、昨今の物価高騰等の影響を受け

て、事務の効率化の観点から、少額による随意契約の基準額が引き上げられ

たもの。これに伴い、市の契約規則を改正するとともに、事務決裁規程を改正

し、契約に関する事項の一部について課長専決の範囲を広げた。 

研修では、今一度各所管課において、随意契約の考え方などについて理解

を深めてもらうことを目的に、本市や他市で問題となった事例（不適切な分割

発注を行った事例や、本市での印刷発注など市民に疑義を招くような事例等）

を踏まえ、契約事務の考え方や注意点について説明した。 

緊急による随意契約についても、改めて随意契約ガイドラインを踏まえ、適

正に事務執行するとともに、部局長におかれては、契約事務の適正な執行に

ついて、今一度、部内への周知徹底をお願いする。 

 

報 告 人事評価制度の実施について 

説 明 者 上甲総務部長 

提出資料 有 

内 容 

人事評価制度を例年どおり実施する。 

今年度の実施要領は庁内周知済。特に大きな変更点はなく、５月末までに

組織目標と個人目標を設定し、来年１月１日を基準日として評価を実施。また、

業績評価の困難度を「難」とする場合や評価を「S」に格付けする場合の各部局

長の確認手順についても昨年度と同様。実施要領に基づき、適切な運用をお

願いする。 

 

報 告 乗合バス事業について 

説 明 者 長田理事兼都市整備部長事務取扱兼学校施設整備監 

提出資料 有 
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内 容 

６月２日から乗合バスの社会実験を実施する。運行日は平日のみで、運賃

は 250 円。ただし、小学生や障がい者は 100 円、未就学児は無料。方面は八

雲系統と大久保系統で、それぞれ１日６便運行予定。 

社会実験のため、来年５月末まで運行し、その成果を確認する。 

質 疑 等 

（小濵水道事業管理者） 

利用者にアンケート調査は行うのか。 

（長田理事兼都市整備部長事務取扱兼学校施設整備監） 

行う。 

 

【その他】 

そ の 他 ― 

説 明 者 上甲総務部長 

提出資料 無 

内 容 

２月の行政会議で説明した業務改善・業務標準化研修の実施について、人

事課で対象課等を５つほど選定し、研修に取り組んでもらう。対象課等につい

ては、改めて通知する。 

また、夏に予定されている参議院議員選挙に向け、職員の応援体制、兼務

発令をする予定なので、協力をお願いする。 

 

そ の 他 ― 

説 明 者 瀬野市長 

提出資料 無 

内 容 
先ほどあった暫定補正予算第２号の編成について、職員には負担をかける

が、準備作業は進めておくよう改めてよろしくお願いする。 

 


